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はじめに 
 

 

 中小企業を取り巻く環境は、少子高齢化による労働人口の減少や後継者問題、

デジタル化など急速な技術革新によるビジネス環境の変化、また、頻発する豪雨

や大型台風などの自然災害により、大きな変化の局面にあります。 

さらには、2020 年（令和 2 年）より、新型コロナウイルス感染症が発生し、

世界中で猛威を振るい、日本国内はもとより、本市内の中小企業にも大きな影響

を与えています。 

 このような中、本市では、2020 年（令和 2 年）12 月に、中小企業振興に関

する基本理念などを定めた糸島市中小企業振興基本条例を施行しました。 

中小企業は本市の経済とまちづくりに重要な役割を果たしており、市民生活

に商品やサービスの提供をはじめ、雇用の創出や地域コミュニティの担い手、災

害時の対応など、幅広く重要な役割を担っています。 

 経済の先行きが不透明であるこの状況を乗り越え、本市経済の健全な発展及

び市民生活の向上を図るためには、中小企業者、支援団体、金融機関、教育機関、

大学など研究機関と市民が一丸となって取り組むことが大変重要となります。 

 これらを踏まえ、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、また、中小企業をさらに次世代に引き継ぐとともに、働く人たちが働

くことへ生きがいを感じ、人生を豊かに過ごす持続可能なまちを実現するため、

「糸島市中小企業振興基本計画」を策定するものです。 

 最後に、本計画の策定に当たり、熱心に議論していただきました中小企業振興

審議会委員の皆様、貴重なご意見をいただきました関係者の皆様に心から感謝

申し上げます。 

 

 

 

令和３年１０月   糸島市長 月形 祐二  
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■第１章 計画の基本的考え方           

 

１．計画の目的 

 

糸島市では、中小企業が本市の経済及びまちづくりにおいて重要な役割を果たしている
ことから、中小企業の振興を、中小企業者の自主的な努力を基本としつつも、市や中小企業
⽀援団体、教育機関、市⺠が、それぞれの⽴場で一丸となって取り組むことで、本市経済の
健全な発展及び市⺠⽣活の向上を図ることを目的として、2020（令和 2）年 12 月に、中小
企業振興に関する基本理念などを定めた糸島市中小企業振興基本条例を施行しました。 

この条例に基づき、中小企業振興に関する施策や目標値を示した「糸島市中小企業振興基
本計画」を策定し、市内中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進します。 
 
 
２．計画の位置づけ 

 

本計画は、糸島市中小企業振興基本条例に基づき、中小企業振興の具体的な施策を示すも
のです。また、市政運営の最上位計画である第２次糸島市⻑期総合計画に基づく中小企業分
野の個別計画と位置付けられます。そこで、第２次糸島市⻑期総合計画の重点課題３「経済
活性化（稼ぐ）への取組」や重点目標５「ブランド糸島で活気あふれるまちづくり」に係る
施策においては、本計画と連携した実施が必要です。また、他の関連する分野別計画とも、
連携・整合を図りながら計画を進めることが求められます。 
 
 
 

 規定(第 12 条)  
 
 

連携・整合               連携・整合 
 
 
                    連携 
                    整合 
 

 
 

糸島市の関連分野別計画 
・まち・ひと・しごと創⽣糸島市総合戦略 
・観光振興基本計画 
・企業⽴地推進計画 
・農力を育む基本計画 
・学術研究都市推進計画 
・都市計画マスタープラン など 

第２次糸島市⻑期総合計画 
〜人とまちの魅力が輝く豊かさ実感都市いとしま〜 

糸島市中小企業振興基本条例 

糸島市中小企業振興基本計画 

【重点課題３】経済活性化（稼ぐ）への取組 
【基本目標５】ブランド糸島で活気あふれるまちづくり 
①農林水産業の振興、②地域経済の活性化、③観光の成
⻑産業化、④企業誘致の促進 
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３．計画の期間 

 

本計画の期間は、令和３年度から令和 7 年度までの 5 年間とします。 
 ただし、中小企業を取り巻く社会情勢や環境の変化を踏まえて、必要に応じて計画を見直
していくものとします。 
 
 
４．中小企業の定義 

 

本計画において、「中小企業者」及び「小規模企業者」とは、中小企業基本法第２条第１
項及び第５項の規定により下記の範囲とします。 
 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） うち小規模企業者 

資本金 常時従業員数 常時従業員数 

製造業、建設業、 
運輸業、その他の業種 ３億円以下 300 人以下 20 人以下 

卸売業 １億円以下 100 人以下 ５人以下 

サービス業 5000 万円以下 100 人以下 ５人以下 

小売業 5000 万円以下 50 人以下 ５人以下 
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■第２章 中小企業振興の方向性          

 

１．糸島市中小企業振興基本条例の概要 

 

糸島市中小企業振興基本条例では、中小企業の振興に関する「基本理念」を明らかにする
とともに、「中小企業の振興に関する施策」、「市の責務、中小企業者等の努力及び市⺠の理
解と協力」等について具体的に示しています。 
 
●基本理念  中小企業の振興にあたっての４つの基本的な考え方 
 ①中小企業者自ら経営の改善及び向上に努める 
 ②本市の地域特性を⽣かした施策により推進する 
 ③関係機関との相互連携と市⺠の協力を基本として推進する 
 ④経営基盤がぜい弱な小規模企業者に配慮して推進する 
 
●基本施策  中小企業の振興にあたっての５つの柱 

①経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策 
 ②人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策 
 ③創業及び事業承継に関する施策 
 ④災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策 
 ⑤中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策 
 

 

２．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連 

 

2015 年（平成 27 年）の国連サミットで、「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されま
した。SDGs とは、持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2030 年
を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。 

本計画おいても、持続可能な社会の実現に向けて、SDGs の目標を意識しながら、中小企
業振興施策を展開していきます。 
【SDGs 17 のゴール】 
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３．目指すべき将来像 

 

みんなでつくる中小企業が元気なまち 

 市内中小企業者は、自らが糸島市の経済を担い、地域を⽀え、地域にとって不可欠な存在
であることの自覚と誇りを持ち、自主的な経営努力のもと、自社の利益追求のみにとどまら
ず、地域社会の持続的な発展を目指します。また、中小企業者、国、県、市、中小企業⽀援団
体、金融機関、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者の相互連携と市⺠の協力により、地域
が一丸となり中小企業を⽀援し、地域経済の発展と市⺠⽣活の向上を目指します。 
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■第３章 中小企業の現状と課題          

 

１．中小企業を取り巻く環境 

 

中小企業の経営環境は、少子高齢化による労働人口の減少や若年労働力の市外流出、中小
企業の後継者問題、デジタル化などの急速な技術革新によるビジネス環境の変化、また頻発
する豪雨や⼤型台風などの自然災害などにより、⼤きな変化の局面にあります。 
 さらには、新型コロナウイルス感染症と共存しながらビジネス活動を行う「ウィズコロナ」

「ポストコロナ」への対応が必要となっています。 
 
 
２．糸島市の中小企業の現状 

 

（１）年齢３区分から見た人口の推移 

高齢化により産業を担う生産年齢人口が減少 

人口は、平成 22 年の糸島市の誕⽣以降、横ばいの傾向ですが、高齢化により産業を担う
⽣産年齢人口（15 歳〜64 歳）が減少しており、今後も減少が続く見込みです。 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

資料：R２年までは住⺠基本台帳（各年 10 月 1 日現在）、 
R７年以降は第 2 次糸島市⻑期総合計画の推計値 

（人） 
実績値 推計値 

100,560 100,029 102,160 103,255 101,965 
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（２）産業別就労者数 

１次産業就労者が減少 

就労者総数は、近年横ば
い傾向です。就労者数の多
数を占めるのは約 73％を占
める第３次産業です。第２
次産業（約 18％）と第１次
産業（約 9％）の就労者は減
少しています。 

 
 
 

 
（３）産業別従業者数割合 

県平均と比べ、農林漁業従事者が多く、製造業従事者が少ない 

 日本標準産業分類の⼤分類別で見ると、市内では、卸売業、小売業（16.7％）や医療、福
祉（13.3％）の割合が高くなっています。また、福岡県との比較では、農林業（7.8％）や漁
業（0.8％）の割合が高く、製造業（8.3％）の割合が低くなっています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（人） 

資料：国勢調査 

資料：国勢調査（H27 年） 

（％） 

36,704 

43,063 45,426 46,417 44,014 43,854 
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（４）事業所・従業者数 

従業者数は増加傾向 

近年、事業所数は横ばい
傾向で、従業者数は、わずか
に増加しています。平成 13
年と平成 26 年の比較では、
従業者数が 7.7％増加してい
ます。 

 
 

 
 

（５）従業者数別の事業所割合 

小規模な事業者の割合が、

県平均よりも高い 

市内の従業者数５人以下
の事業所は全体の 65.8％、
20 人以下の事業所までを含
めると 91.5％です。なお、福
岡県では 5 人以下が 61.5％、
20 人以下が 89.8％で、糸島
市は小規模な事業者の割合
が高くなっています。 
 
 
（６）個人・法人別事業所割合 

個人事業主の割合が、県平

均よりも高い 

 市内事業所（法人でない
団体を除く）の内訳は、個人
が 46.2％、法人が 53.1％で
す。なお、福岡県の割合は、
個 人 が 37.6 ％ 、 法 人 が
61.8％となっており、糸島市
は個人の割合が高くなって
います。 

（人） （事業所） 

資料：経済センサス基礎調査 

資料：経済センサス活動調査（H28 年） 

資料：経済センサス活動調査（H28 年） 
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（７）小売販売力係数 

市外からの買い物流入より、市民の市外での買い物流出が多い 

福岡都市圏内 10 市の平成 28 年の小売販売力係数を見ると、福岡市が最も高い 1.56 で、
1.00 を上回るのは半数の５市です。糸島市は 0.80 で、消費者が市外に流出している状況で
す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）小売業の年間販売額 

年間販売額が小さな事業所が多い 

福岡都市圏内 10 市の平成 28 年の 1 事業所当たりの販売額で比べると、本市は 10 市中９
番目となっており、平均的に見ると年間販売額が小さな事業所が多いことが分かります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：人口は国勢調査、販売額は経済センサス活動調査（H24 年、28 年）及び商業統計調査（H26 年） 
※小売販売力係数＝（市の販売額÷市の人口）÷（県の販売額÷県の人口）。1.00 を上回れば、他地域
から消費者が来ていることを示し、下回れば他地域に消費者が流出していることになる。 

資料：経済センサス活動調査（H24 年、28 年）、商業統計調査（H26 年） 
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（９）製造品出荷額等 

年間出荷額が小さな事業所が多い 

福岡都市圏内 10 市の令和元年の製造業の現状を比較すると、本市は、1 事業所当たりの
年間出荷額は 10 市中 7 番目となっており、平均的に見ると年間出荷額が小さな事業所が多
いことが分かります。 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
（10）法人市民税収納額 

福岡都市圏内 10 市で最も少ない 

 法人市⺠税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。平成 30 年度の
糸島市の法人市⺠税（人口１人当たり）は、福岡都市圏内 10 市で最も少なくなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：工業統計調査 

資料：糸島市統計白書（R２年度版） 

（万円） 

（円） 
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（11）有効求人倍率 

有効求人倍率が低く、職が

探しにくい 

 糸島市を管轄する福岡⻄
公共職業安定所の令和元年
の有効求人倍率は 0.64 倍で、
福岡都市圏内の公共職業安
定所（福岡中央・福岡東・福
岡南・福岡⻄）の中で、最も
職が探しにくい状況です。 

 

 

 

 

 

（12）有効求人・求職者状況 

求人と求職者の職業にミスマッチが生じている 

糸島市を管轄する福岡⻄公共職業安定所の管内では、令和３年５月において事務的職業
を探している人は 1,013 人ですが、募集人数は 118 人です。一方、建設・採掘の職業を募集
している人数は 232 人ですが、探している人は 46 人です。このように、職業によりミスマ
ッチが⽣じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：職業安定業務年報（福岡労働局） 
※有効求人倍率は、 求職者１人につき何件の求人があるかを表す

指標です。値が⼤きいと職を探しやすく、値が小さいと職を探
しにくくなります。 

（倍） 

資料：福岡⻄公共職業安定所の提供資料（R3 年 5 月） 
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（13）地域経済循環図 

市内でお金が循環せず、市外に流出している 

地域内企業の経済活動を通じて⽣産された付加価値は、労働者や企業の所得として分配
され、消費や投資として⽀出されて再び地域内企業に還流します。これを地域内経済循環と
いいます。この地域経済循環の過程で地域外にお金が流出した場合、地域経済が縮小する可
能性があります。本市の地域内経済循環率は 58.4％で非常に低い数値となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＲＥＳＡＳ 

106 億円 

1,500 億円 

1,575億円 
147 億円 

25 億円 
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３．課題の整理 
 

 糸島市中小企業振興基本条例では、５つの基本施策を掲げています。統計データ（Ｐ6〜
12）や糸島市商工会と福岡県中小企業家同友会糸島⽀部が実施した中小企業実態調査結果
【回答数 363 件】（巻末資料Ｐ31〜39）により、各基本施策において次のような課題が整理
できます。 
 
（基本施策１）経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策         

○福岡都市圏内 10 市で、法人市⺠税収納額（人口１人当たり）は最も少なく、小売業の年
間販売額（１事業所当たり）は９番目、製造品出荷額等（１事業所当たり）で７番目とな
っています。【統計データ(8)(9)(10)】 

○小規模な事業者や個人事業主の割合が県平均よりも高くなっています。【統計データ
(5)(6)】 

○経営理念がない事業者が 37.6％、経営ビジョンがない事業者が 43.2％、事業計画がない
事業者が 47.2％となっており、多くの事業者が具体的な目標や計画を有さずに営業して
いる状況が見られます。【中小企業実態調査結果】 

【課題】 

●事業者の販売額や収益性を高めるため、経営革新に向けた⽀援が必要です。 
●経営基盤を強化し、持続的発展を促すため、事業計画等を策定するための講座の開催など

により、事業者の意識高揚に努めていく必要があります。 
 
 
（基本施策２）人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策          

○人口は横ばい傾向ですが、高齢化により、主たる労働力となる⽣産年齢人口（15 歳〜64
歳）が減少していきます。【統計データ(1)】 

○有効求人倍率が非常に低く、求職者に対して求人数が少ない状況です。【統計データ(11)】 
○事業者の求人と求職者が探している職業にミスマッチが⽣じている。【統計データ（12）】 
○多くの事業者が「人材の確保・育成」を課題としています。人材確保の問題点で最も多い

回答は「募集しても集まらない」ですが、次いで「従業員の定着」「教育時間不足」とな
っています。【中小企業実態調査結果】 

【課題】 

●事業者の人材確保のため、求職のための情報提供や面談会の開催、高齢者・女性・障がい
者などへの就業機会の確保などの⽀援策が必要です。 

●事業所への人材の定着のため、保育環境の整備や事業者への多様な働き方の啓発により、
就労しやすい環境を整備する必要があります。 
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（基本施策３）創業及び事業承継に関する施策                     

○地域経済の活性化を図るためには、新たな需要を掘り起こす活力ある企業が数多く⽣ま
れることが重要です。 

○10 年以内に事業承継を予定する事業者の 33.3％が、事業承継の具体的な準備を進めてい
ません。【中小企業実態調査結果】 

【課題】 

●創業者を増やすため、創業希望者に向けた相談や講座、創業資金の助成による⽀援をはじ
め、子どもたちへの起業家教育などの取り組みが必要です。 

●円滑な事業承継や後継者対策のため、講座の開催や事業承継費用の助成などによる⽀援
が必要です。 

 
 
（基本施策４）災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策              

○事業継続計画（BCP）を策定している又は策定しているが不十分とする事業者は 20.2％
しかなく、BCP という用語を知らない事業者が全体の 30.0％を占めています。【中小企業
実態調査結果】 

【課題】 

●災害等による事業継続の断念を回避し、早期の回復を⽀援するため、BCP に係る情報発
信や講座の開催などにより、BCP の策定を⽀援する必要があります。 

 
 
（基本施策５）中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策         

○地域内経済循環率が 58.4％と非常に低く、市内でお金が循環せずに市外に流出していま
す。【統計データ（13）】 

○関連企業への近接性、技術力のある中小企業の集積、交通インフラ、流通インフラの整備
についてマイナス評価がされており、企業間及び産業間で連携しやすい環境に課題があ
ります。【中小企業実態調査結果】 

【課題】 

●市内の経済循環を高めるため、市内中小企業の商品・サービス等の紹介などにより、市内
での消費する地産地消を促進する必要があります。 

●併せて、地域企業間取引のマッチングなど、地域資源を活用した企業間及び産業間の連携
強化が必要です。 
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■第４章 施策の展開               
 中小企業者の自主的な努力を基本としつつ、糸島市中小企業振興基本条例に掲げる５つ
の基本施策を柱に、20 の施策に取り組みます。 
●施策の体系 

●１．経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策        
（１）経営基盤の強化     １．相談及び指導の充実         

              ２．学習機会の充実           
３．円滑な資金調達の⽀援        

（２）経営の革新       １．新商品及び新サービスの開発促進   
２．⽣産性向上の促進          
３．情報通信技術（ＩＣＴ）の活用⽀援  
４．販路開拓の促進           

（３）持続的な発展      １．中小企業振興に関する意識高揚    
 
●２．人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策          

（１）人材の確保及び育成   １．事業活動を担う人材の確保      
２．事業活動を担う人材の育成      

（２）労働環境の整備     １．就労しやすい環境の整備       
２．企業⽴地及び産業集積の促進     

 
●３．創業及び事業承継に関する施策                     

（１）創業          １．未来を担う企業の創出と育成     
２．創業に必要な資金の円滑な供給    

（２）事業承継        １．円滑な事業承継の促進        
 
●４．災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策              

１．事業継続計画（ＢＣＰ）の策定⽀援  
２．緊急時の資金調達の⽀援       

 
●５．中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策         

１．地域資源活用の促進         
２．市⺠による地域内消費の促進     
３．公共事業などの受注機会の増⼤    
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●推進する施策 

 
（施策の見方） 

主な取り組み…各施策のために想定される主な取り組みです。 
事業例…本計画の策定時に、糸島市や中小企業⽀援団体などにより実施されている事業です。 
主な連携・支援機関…主な連携・⽀援機関として糸島市中小企業振興基本条例第２条及び第
３条（P24~25 掲載）に示す関係機関（中小企業者、国、県、市、中小企業⽀援団体、金融
機関等、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者）を示しています。 
 
■１．経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策             

 
（１）経営基盤の強化                                   

【方向性】 

社会環境の変化に対応していくため、経営に対する専門家のアドバイスや学習の機会を
確保するとともに、経営改善に必要となる資金調達の⽀援により、中小企業の経営基盤の強
化を図ります。 
 

施策１ 相談及び指導の充実 

主な取り組み 
○中小企業の経営に関する窓口相談 
○中小企業の経営に係る巡回指導 
○⽀援情報の積極的な周知 

事業例 ・経営全般にわたる窓口相談や巡回指導 
・国や県の相談窓口の情報提供 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
 

施策２ 学習機会の充実 

主な取り組み ○事業計画や経営理念の策定のための講座 
○中小企業経営者による経営体験の紹介 

事業例 ・事業計画策定セミナー 
主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 

 
施策３ 円滑な資金調達の⽀援 

主な取り組み 
○金融機関との連携による融資の⽀援 
○金融機関の融資に対する利子補給⽀援 
○国や県などの⽀援制度の情報提供 

事業例 ・日本政策金融公庫で融資を受けるための手続き仲介 
・利子補給助成事業補助金 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
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（２）経営の革新                                     

【方向性】 

中小企業者が自らヒト・モノ・カネ・情報の経営資源を活用し、新商品の開発や新サービ
スの提供など、新たな事業活動が行えるよう⽀援します。 
 

施策１ 新商品及び新サービスの開発促進 

主な取り組み ○新商品及び新サービスの開発に係る費用への助成 
○経営革新のための講座の開催 

事業例 
・がんばる中小企業者応援補助金 
・マーケティング座談会 
・スキルアップ講習会 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
 

施策２ ⽣産性向上の促進 

主な取り組み ○設備導入に係る税制⽀援 
○国や県などの⽀援制度の情報提供・利用⽀援 

事業例 ・先端設備導入計画に基づく税制⽀援 
・国の持続化補助金申請等に係るサポート 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
 

施策３ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用⽀援 

主な取り組み ○国や県などの制度利用者の⽀援 
○ＩＣＴ活用講座の開催 

事業例 ・キャッシュレス決済の普及促進 
・国や県の制度利用者への情報提供 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
 

施策４ 販路開拓の促進 

主な取り組み 
○商談会の開催 
○マーケティング能力の向上への⽀援 
○ふるさと応援寄付制度への出品促進 

事業例 
・商談会 
・ふるさと応援寄付セミナー 
・マーケティング座談会 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
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（３）持続的な発展                                     

【方向性】 

 まちづくりの重要な担い手である中小企業を地域全体で⽀えていくため、まずは中小企
業者自身の意識を高めるとともに、地域全体の意識啓発を図ります。 
 

施策１ 中小企業振興に関する意識高揚 

主な取り組み ○中小企業者に対する意識啓発 
○市⺠に対する理解促進 

主な連携・⽀援機関 市、中小企業⽀援団体、教育機関等 
 
◎成果指標 

項目 基準値 
Ｒ1 年度 

目標値 
Ｒ7 年度 

法人市⺠税決算 4.19 億円（Ｈ30） 4.25 億円 
市内総⽣産額 2,287 億円（Ｈ29） 2,400 億円 
経営革新計画承認事業者数 19 件 25 件 
 

■２．人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策               

 
（１）人材の確保及び育成                                     

【方向性】 

 中小企業者にとって人材は重要な経営資源であることから、人材の確保や従業員の技術
継承に向けた活動に対して、関係機関と連携して⽀援します。併せて、求職者に対する就労
⽀援により、市内中小企業への就労の増加に努めます。 
 

施策１ 事業活動を担う人材の確保 

主な取り組み 

○人材確保のための面談会の開催 
○就職のための情報発信 
○就労のための講座の開催 
○技術・技能を指導できる人材の確保 

事業例 

・糸島市ふるさとハローワークの共同運営 
・就職面談会 
・糸島市公式就職⽀援 WEB サイトの運営 
・多言語での⽀援情報の発信 
・女性向け就労⽀援セミナー 
・障がい者の就労⽀援 
・高校⽣を対象とした企業講演会 
・国や県の制度利用者への情報提供 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
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施策 2 事業活動を担う人材の育成 
主な取り組み ○キャリア教育の充実 

事業例 
・職場体験授業 
・起業家教育講座 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、教育機関等 
 
 
（２）労働環境の整備                                   

【方向性】 

 中小企業における人材の定着、働きやすい職場環境づくりを推進します。また、市外から
企業を誘致することで、雇用の促進及び産業の活性化を図ります。 
 

施策１ 就労しやすい環境の整備 

主な取り組み 

○多様な働き方の提案 
○多様な働き方のための講座の開催 
○保育環境の整備 
○国や県の制度利用者への情報提供 

事業例 

・前原テレワークセンターの運営 
・在宅ワーク講座 
・幼児保育施設整備への⽀援 
・幼児保育の無償化 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体等 
 

施策２ 企業⽴地及び産業集積の促進 

主な取り組み 
○産業団地の整備 
○誘致企業への税制⽀援 

事業例 
・産業団地整備事業 
・誘致施設に係る固定資産税の課税免除 

主な連携・⽀援機関 県、市等 
 

◎成果指標 

項目 基準値 
Ｒ1 年度 

目標値 
Ｒ7 年度 

市内で就業している人の割合 52.1％ 55％ 
企業誘致件数（Ｈ22〜Ｒ7 の累計） 13 社 16 社 
有効求人倍率（福岡⻄） 0.64 倍 0.70 倍 
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■３．創業及び事業承継に関する施策                          

 
（１）創業                                        

【方向性】 

創業者が増加していくことは、地域の活性化につながることから、創業しやすい環境づく
りに努めます。 
 

施策１ 未来を担う企業の創出と育成 

主な取り組み 

○創業に係る相談窓口の設置 
○創業のための情報発信 
○創業のための講座の開催 
○創業者のフォローアップ 
○創業者のネットワークづくりへの⽀援 
○まちなか未利用スペースの利用促進 

事業例 

・創業に係るワンストップ窓口の設置 
・オープンコミュニティスペース「みんなの」での創業⽀援 
・いとしま応援プラザの運営 
・創業機運醸成セミナー 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
 

施策２ 創業に必要な資金の円滑な供給 

主な取り組み ○創業資金に対する補助 
○創業資金の融資に対する利子補給⽀援 

事業例 ・リフォーム等補助金 
・利子補給助成事業補助金 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
 
（２）事業承継                                      

【方向性】 

 事業者の多くは、経営者の高齢化や後継者不在などにより、将来的な展望を描けず、経営
の低迷や廃業に直結する可能性が⼤きい状況にあります。事業者が活力を失うことは、地域
経済全体の衰退に直結するため、後継者対策に取り組んでいきます。 
 

施策１ 円滑な事業承継の促進 

主な取り組み 

○事業承継のための講座の開催 
○事業承継に係る費用への助成 
○事業承継計画の策定⽀援 
○後継者の育成 
○外部後継者とのマッチング 
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事業例 ・事業承継セミナー 
・国や県などの制度利用者への情報提供 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
 

◎成果指標 

項目 基準値 
Ｒ1 年度 

目標値 
Ｒ7 年度 

創業件数（商工会⽀援件数） 44 件（Ｈ30） 72 件 
空き店舗の数（中心市街地）（注１） 54 件（Ｈ30） 47 件 

（注１）毎年、市独自で現地調査している筑前前原駅周辺の空き店舗数です。 
 
 
■４．災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策                   

【方向性】 

頻発する豪雨や⼤型台風などの自然災害、さらには、新型コロナウイルス感染症感染拡⼤
などの緊急時に速やかな事業復旧を図るため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を⽀援します。 

また、緊急時に事業を継続するための資金調達を⽀援します。 
 

施策１ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定⽀援 

主な取り組み 
○事業継続計画（ＢＣＰ）に係る情報発信 
○事業継続計画（ＢＣＰ）に係る講座の開催 

事業例 ・ＢＣＰセミナー 
主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 

 
施策２ 緊急時の資金調達の⽀援 

主な取り組み ○金融機関等からの融資を受けるための⽀援 

事業例 
・日本政策金融公庫で融資を受けるための手続き仲介 
・セーフティネット貸付のための売上金額の認定 

主な連携・⽀援機関 国、県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等 
 

◎成果指標 

項目 基準値 
Ｒ1 年度 

目標値 
Ｒ7 年度 

事業継続計画（ＢＣＰ）策定件数 
（商工会⽀援分） 

0 件 10 件 
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■５．中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策              

【方向性】 

 市内中小企業の製品、技術及びサービスに関する情報を、広く市⺠や企業に紹介すること
により、地域内資源の積極的な活用による地域内循環の創出を図ります。 
 また、市⺠や企業等が自発的に市内の中小企業の商品やサービスを利用することで、地域
社会を⽀える中小企業を⽀援し、中小企業の活性化を促します。 
 

施策１ 地域資源活用の促進 

主な取り組み 

○市内中小企業の商品・サービス等の紹介 
○地元企業間取引のマッチング 
○異業種交流会の開催 
○中小企業⽀援団体等の連携強化 
○地元資源を活用した商品開発への費用助成 
○農林水産業者や教育研究機関との連携による、地域資源を⽣
かした商品開発 

事業例 
・オープンコミュニティスペース「みんなの」 
・糸島市食品産業クラスター協議会 
・がんばる中小企業者応援補助金【農商工連携】 

主な連携・⽀援機関 市、中小企業⽀援団体、教育機関、⼤学等研究機関等 
 

施策２ 市⺠による地域内消費の促進 
主な取り組み ○市内中小企業の商品・サービス等の紹介 

事業例 
・プレミアム付き地域商品券 
・地産地消応援団 

主な連携・⽀援機関 市、中小企業⽀援団体等 
 

施策３ 公共事業などの受注機会の増⼤ 
主な取り組み ○市内事業者への優遇 

事業例 ・入札における市内事業者への加点、条件緩和 
主な連携・⽀援機関 市 

 
◎成果指標 

項目 基準値 
Ｒ1 年度 

目標値 
Ｒ7 年度 

地域経済循環率 58.4％（Ｈ27） 70.0％ 

 



 

- 23 - 
 

■第５章 計画推進に向けて            

 

１．事業検討体制 

 

 本計画の推進に係る事業を中小企業振興審議会（以下、審議会）で検討します。なお、効
果的な事業を作るため、必要に応じ、審議会がテーマを決め、事業案を募集します。中小企
業者等がグループを結成し、そこで検討した事業案を審議会に提案します。審議会は応募案
を参考に事業を検討し、市に答申します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２．計画の進め方 

 

実施する事業を審議会で検討。その案を基に、事業を計画（ＰＬＡＮ）します。各関係機
関が連携しながら事業を実行（ＤＯ）。審議会で事業の効果を評価（ＣＨＥＣＫ）し、事業
の改善（ＡＣＴ）を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

•審議会で事業の
効果を評価

•問題点を抽出し、
審議会で改善策を検討

•各関係機関が連携し、
事業を実行

•実施する事業を
審議会で検討

•審議会案を基に
事業を計画

ＰＬＡＮ
（計画）

ＤＯ
（実行）

ＣＨＥＣＫ
（評価）

ＡＣＴ
（改善）

糸
島
市 

中小企業者 

中小企業支援団体 

金融機関 

学術研究機関 

教育機関 

市民 

国・県 

中
小
企
業
振
興
審
議
会 

④提案 

①諮問 

⑤答申 

②事業案の提案募集 

③ 
グループ

結成 
 

参加 

 

検討グループＡ 

検討グループＢ 

・
・・

 

任意の事業検討の場 
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糸島市中小企業振興基本条例 
玄界灘に面し、⼤陸からの新文化の玄関口として栄えた糸島は、古代から多くの人々がつ

どい、中国の史書「魏志倭人伝」に「伊都国」としてその名を残しています。この地は、縄
文、弥⽣、古墳時代からの輝かしい歴史に加え、江⼾時代に唐津街道の宿場町として栄えた
時代を経て、人と豊かな自然の調和を図りながら発展してきました。 

近年、自然の豊かさが再認識される中、多種多様な農林水産物やそれらを活用した産品が
注目を集め、関連する産業の活性化や中小企業間・産業間の連携による地域経済の好循環が
⽣まれています。また、九州⼤学を中心とする学術研究機関の知的資源や研究機能を活用し
た先端産業の集積や新産業の創出などの可能性を秘めています。 

こうした糸島市の経済発展の基礎を築き原動力となってきたのは、市内の事業所の⼤多
数を占める中小企業です。 

中小企業は、事業の持続・発展に伴う雇用の創出や労働者所得の確保に寄与するとともに、
市⺠⽣活の向上、地域コミュニティの担い手、災害時の対応など、本市のまちづくりに幅広
く重要な役割を担っています。 

しかしながら、就労人口の減少、若者の市外での就職、中小企業の後継者不足、災害等の
頻発による事業継続の断念、急速な技術革新に伴うビジネス環境の変容など、中小企業は⼤
きな変化の局面にあります。 

このような局面にあるからこそ、中小企業の自主的な努力を基本としつつも、市は中小企
業振興を重要政策として位置付け効果的な施策を実行し、中小企業⽀援団体等は中小企業
の経営に実効性のある⽀援を提供し、教育機関は本市の中小企業の現状を知り次世代を担
う者に伝え、市⺠は消費者として本市経済の一翼を担っていることを意識することによっ
て、中小企業の持続的発展に一丸となって取り組むことが必要です。 

ここに、中小企業の振興を図ることにより、地域に根付く中小企業を創出し、育成し、存
続させ、さらに次世代に引き継ぐとともに、市⺠や市内で働く人たちが働くことへ⽣きがい
を感じ、人⽣を豊かに過ごす持続可能なまちを実現するため、この条例を制定します。 

（目的） 
第１条 この条例は、中小企業が本市の経済及びまちづくりにおいて重要な役割を果たし

ていることに鑑み、中小企業の振興について基本理念を定め、市の責務、中小企業者が努
めるべき事項等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事
項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て本市経済の健全な発展及び市⺠⽣活の向上を図ることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小

企業者であって、市内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有するもの
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をいう。 
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者であって、市

内に事務所等を有するものをいう。 
(3) 中小企業⽀援団体 商工会その他中小企業者に対する⽀援を行う団体をいう。 
(4) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関及び信用保証協会で

あって、中小企業者に対する⽀援を行うものをいう。 
(5) 教育機関 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校及び同法第124

条に規定する専修学校であって、市内に所在するものをいう。 
(6) ⼤学等研究機関 学校教育法第１条に規定する⼤学その他研究開発を行う機関であ

って、市内において研究開発を行うものをいう。 
(7) ⼤企業者 市内に事務所等を有する事業者のうち、中小企業者以外のものをいう。 
（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、中小企業者自ら経営の改善及び向上に努めるとともに、本市の
農林水産物、多様な人材その他本市の特性を活かし、かつ、守りながら、中小企業者、国、
県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者の相互
連携並びに市⺠の協力を基本として推進されなければならない。 

２ 中小企業の振興は、中小企業一般に比して経営基盤がぜい弱な小規模企業者に配慮し
て推進されなければならない。 
（市の責務等） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に
策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、中小企業の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講じるよう努める
ものとする。 

３ 市は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため、中小企業者、国、県、中
小企業⽀援団体、金融機関等、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者と密に連携するよ
う努めるものとする。 

４ 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、研修及び人材交流を通じて、専門
的知識及び経験を有する職員の育成に努めるものとする。 

５ 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意し
つつ、中小企業者の受注機会を増⼤するよう努めるものとする。 
（中小企業者の努力） 

第５条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的に経営の改善及び向上
に努めるものとする。 

２ 中小企業者は、地域における雇用の維持創出及び人材の育成並びに労働環境の整備に
自主的に取り組むよう努めるものとする。 

３ 中小企業者は、その事業活動を通じて、地域の活性化並びに防災及び災害復興に資する
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よう努めるものとする。 
４ 中小企業者は、中小企業⽀援団体への加入に努めるとともに、市及び中小企業⽀援団体

が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
（中小企業⽀援団体の役割） 

第６条 中小企業⽀援団体は、中小企業者の加入を促進し、中小企業者の経営の改善及び向
上を図るための取組を積極的に⽀援するよう努めるものとする。 

２ 中小企業⽀援団体は、中小企業者及び地域の現状把握に努めるとともに、市が実施する
中小企業の振興に関する施策に協力するものとする。 
（金融機関等の役割） 

第７条 金融機関等は、中小企業者の資金需要に対する適切な対応並びに中小企業者の経
営の改善及び向上に対する⽀援に努めるものとする。 

２ 金融機関等は、市内における創業に対し、積極的な⽀援に努めるものとする。 
（教育機関等の役割） 

第８条 教育機関は、キャリア教育を通じて、地域に貢献し次世代を担う人材の育成に努め
るものとする。 

２ ⼤学等研究機関は、研究開発及びその成果の普及を通じて、中小企業の振興に努めるも
のとする。 
（⼤企業者の役割） 

第９条 ⼤企業者は、その事業活動を通じて、中小企業の振興に協力するよう努めるものと
する。 
（市⺠の理解及び協力） 

第10条 市⺠は、中小企業の振興が本市経済の健全な発展、雇用の創出及び市⺠⽣活の向上
に寄与することの重要性を理解し、市内での消費行動その他の活動を通じて、中小企業の
振興に協力するよう努めるものとする。 
（基本施策） 

第11条 市は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとす
る。 
(1) 経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策 
(2) 人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策 
(3) 創業及び事業承継に関する施策 
(4) 災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策 
(5) 中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策 
（振興計画） 

第12条 市⻑は、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小
企業の振興に関する計画を策定する。 

 （振興審議会） 
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第13条 この条例の適正な運営を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の
４第３項の規定に基づき、糸島市中小企業振興審議会を置く。 

２ 糸島市中小企業振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
（実施状況の公表） 

第14条 市⻑は、中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。 
 （委任） 
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市⻑が別に定める。 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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糸島市中小企業振興審議会規則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、糸島市中小企業振興基本条例(令和２年糸島市条例第 27 号。以下「条
例」という。)第 13 条第２項の規定に基づき、糸島市中小企業振興審議会(以下「審議会」
という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（所掌事務） 

第２条 審議会は、市⻑の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 
(1) 条例第 11 条に規定する施策に関すること。 
(2) 条例第 12 条に規定する計画に関すること。 
(3) その他市内の中小企業の振興に関すること。 
（組織） 

第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

(1) 中小企業関係者 
(2) 学識経験を有する者 
(3) 金融機関等関係者 
(4) 一般公募した市⺠ 
(5) 市⻑が特に必要と認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会⻑及び副会⻑） 
第５条 審議会に会⻑及び副会⻑それぞれ１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会⻑は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、又は会⻑が欠けたときは、その職務

を代理する。 
（会議） 

第６条 審議会の会議は、会⻑が招集し、その議⻑となる。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところに

よる。 
４ 審議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。 
（補則） 
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第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会⻑が審議会に
諮って別に定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（任期の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に委嘱された審議会の委員の任期は、第４条第１項本文
の規定にかかわらず、令和５年３月 31 日までとする。 
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糸島市中小企業振興審議会委員 

令和３年 10 月１日現在 

氏名 機関・団体名 選出区分 

⼤舘 照光 糸島市商工会 
会⻑ 中小企業関係者 

中原 理臣 （株）イトキュー 
代表取締役社⻑ 中小企業関係者 

吉田恵美子 アイスタイルエステート 
代表 中小企業関係者 

小津 智一 （一社）福岡県中小企業家同友会 
糸島⽀部 中小企業関係者 

福島 良治 いとしまちカンパニー合同会社 
代表社員 中小企業関係者 

藤野 寛太 福岡県福岡中小企業振興事務所 
所⻑ 中小企業関係者 

村上 剛人 福岡⼤学商学部 
教授 学識経験を有する者 

丸田 博美 糸島金融協会会⻑ 
（福岡銀行糸島⽀店⻑） 金融機関等関係者 

徳重裕二郎 糸島市中学校校⻑会 
（志摩中学校⻑） 

市⻑が特に必要と認める者 
（教育機関） 

尾崎 恭子  一般公募した市⺠ 

⼤城 悦徳  一般公募した市⺠ 

安武 美歩  一般公募した市⺠ 
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糸島市商工会および中小企業家同友会による中小企業実態調査結果 

（概要版） 
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